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┃はじめに

学長挨拶

我が国にとって大学・学校における教育の質向上は、直接国力に結びつく最重要事項であり、

本学でも教育力向上を目指しておりますが、まだ発展途上と言わざるを得ません。

高等教育単独で、社会のニーズに応える人材育成が可能であるかといえば、それは不可能で

あります。現在、地方国立大学にも求められている「実務教育・専門職業教育」で育成される

人材は、20年以内にAI に代替されるでありましょう。初等中等教育の成果に上乗せされる高

等教育、時代に合った「リベラルアーツ教育を基盤とする専門教育と研究」があってこそ社会

で持続的に活躍出来る人材育成が可能となります。それゆえに、高大接続が重要であり、中高

接続、小中接続が重要なのであります。さらに、これからは中大接続、小大接続といった、大

学と各教育課程との接続も重要になるでしょう。それによって、学校教育におけるシームレス

な人材育成教育プログラムの構築が可能となるはずです。

今、私たち大学に出来ること、大学にしか出来ないことは高等教育の質保証であります。大

学教育の質が保証されるには、大学の教職員の意識・技術・能力向上だけではなく、学生の意

識・能力向上を並行して進めることが肝要です。高知大学は平成28年度に「大学教育再生加速

プログラム（AP）」の「テーマⅤ 卒業時における質保証の取組の強化」に採択され、教育の質

保証に邁進しているところです。

高知大学では、地域協働による教育を全学部必修化しており、全学生にメタコンピテンシー

（統合・働きかけ）を修得させる素地が出来上がっております。本学の教育の特色・個性は（リ

ベラルアーツ）×（専門教育）×（地域協働による教育）が有機的に機能することを目指して

おり、他大学には真似の出来ない手法であると考えております。教育の成果は（高い就職率）

×（低い早期離職率）×（低い留年・中退率）で表現出来ると考えておりますが、教育成果を

あげるためには、教育にかかるこれらの要素を有機的に連携・統合させることが重要であり、

現在推進中の「AP事業」の位置付けに極めて重きを置くものと認識しております。

私は、高等教育の幹は高度な研究体験にあり、教養も専門教育もその枝葉であると考えてい

ます。UCLAでは「高度な研究体験と論文執筆」を４年次生の総仕上げカリキュラム「キャッ

プストーン」と称して全学部必修化しているようです。新知見を得るには膨大な時間と努力が

必要なことを体験させ、知識を組み合わせ、組み立てる体験（ハイレベルの論文執筆）で「知

的格闘」をさせることが、学生の資質を高め、深く学ばせるということです。「何を何処で学ん

だか」ではなく「何をどのように学んだか」が問われていますが、今後は「どのような教育を

する大学で学んだか」が問われるようになるでしょう。高知大学では、グローバルスタンダー

ドの教育手法を取り入れながら、本学独自の全学部必修の「地域協働による教育」を新時代の

大学教育として体系化しているところであり、高知大学で学んだという学歴が、卒業生の能力

を明示出来るような教育を目指しております。

今後とも、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

高知大学

学長 脇口 宏



事業実施本部長挨拶

認証評価制度が始まり、２巡目が進行中です。３巡目を迎えるにあたり、大学改革支援・学

位授与機構から平成30年３月改訂（案）が提示されています。これを読むと、ある種の既視感

を覚えます。これは今、我々が取り組んでいる、大学教育再生加速プログラム（AP）「高大接続

改革推進事業」テーマⅤ「卒業時における質保証の取組の強化」と基本的方向性がほとんど同

じだからです。例えばテーマⅤの公募テーマの事業計画として、「ディプロマ・ポリシーにおい

て学生が身に付けるべき資質・能力を明確化し、それを踏まえた体系的で組織的な教育を実施

すること」とありますが、これは改定（案）の中の基準６-３「教育課程の編成及び授業科目の

内容が、学位授与方針及び教育課程方針に則して、体系的であり相応しい水準であること」、基

準６-４「学位授与方針及び教育課程方針に則して、適切な授業形態、学習指導法が採用されて

いること」に対応しています。AP事業の「各授業科目の成績評価基準を明確化し、全教員が共

有することにより、厳正な進級・卒業認定を実施すること」は改訂（案）の基準６-６「教育課

程方針に則して、公正な成績評価が厳格かつ客観的に実施されていること」に対応しています。

こういった対応関係はいずれも、内部質保証システムの構築という考え方が根底にあるから

です。大学が自らの責任において、大学教育の質を保証しなければなりませんし、さらにはそ

の質保証をステークホルダーに対して示さなければなりません。ヨーロッパやアメリカにおい

てはこのような考え方は21世紀に入り、急速に広まっています。ヨーロッパにおいては、ボロー

ニャ・プロセスとそれに続くチューニングによって、大学間の単位互換制度をはじめ、さまざ

まな質保証の仕組みが構築されています。アメリカにおいてもヨーロッパのチューニングを参

照しながらも、バリュー・ルーブリックの取組などによって仕組みが整えられています。これ

らと比べると、日本における取組は、遅れていると言わざるを得ない状況です。だからこそ、

大学教育改革を加速する意図のもとにAP事業が推進されているわけです。

質保証の取組の中心となるものは、①大学における教育活動あるいは教育評価を可視化する

こと、②教育目標を世の中あるいはステークホルダーの求めるものに合わせて設定すること、

③学修成果をあげるためには、学生たちを学修活動に従事させること（＝学修時間を増やすこ

と）、④大学教員がそのような要求を受け止め教育活動を展開できるようになること、です。

本学におけるAP事業の取組もこのような考え方に基づいて展開しています。このような取

組をせず、ぬるま湯に浸かっている大学はやがて教育界から退場を迫られる運命にあるでしょ

う。このことを自覚して教育改革に邁進していかなければなりませんし、本 AP 事業がその

きっかけとなることを切望しております。

高知大学大学教育再生加速プログラム事業実施本部長

国立大学法人高知大学理事（教育・附属学校園担当）・副学長

藤田 尚文



┃第１章 大学教育再生加速プログラム（AP）の概要

1.1 本事業の背景・位置づけ

1.1.1 現在までの大学全体の教育改革に関する取組状況

本学は「高等教育の将来像」答申に従い、第２期中期目標・中期計画期間において総合的教

養教育を推進することを掲げた。総合的教養教育とは、さまざまな知識や技能が学生自身の内

部で統合され、世の中に働きかける能力を育成する教育であり、一般的な教養教育とは一線を

画すものである。第３期においては、この総合的教養教育を基盤とし、「地域協働による教育」

を目標に掲げる。現実の社会において必要とされるのは、知識の豊富さや、技能の高さだけで

はなく、それらの知識や技能を状況において使いこなす「統合・働きかけ」（メタ・コンピテン

シー＝個々の能力要素（コア・コンピテンシー）を活用するコンピテンシー）である。この「統

合・働きかけ」を育成する場として、本学は「地域協働による教育」を選択した。地域に出向

き地域の課題を解決する取組のなかでこの「統合・働きかけ」を育成する。現実の課題に直面

することは、学生のキャリア形成に大きな影響を与えうる。本学は「地域協働による教育」を

推進するために、地域協働学部を平成27年度に新設し、地域連携推進センターを中心に全学的

な体制を整備しつつある。

1.1.2 現在抱える問題点

第２期に掲げた総合的教養教育を推進するために教育力向上３か年計画を２期にわたって継

続し、また１年次の課題探求実践セミナー（PBL型授業）を全学必修化とするなど総合的教養

教育を展開してきた。しかしながら取組は十分とは言えない状況である。平成28年度に実施し

た３年生を対象とする外部の客観テストにおいて、対人に関わるコンピテンシーが弱いことが

明らかになった。また、第２期の当初においては「統合・働きかけ」をディプロマ・ポリシー

(DP)として掲げておらず、この理念が教員間で十分に共有されていなかった課題も見えてき

た（平成26年度からこれをDPに加えた）。現時点で「地域協働による教育」を全面的に展開し

ているのは、地域協働学部のみであり、先行モデルとして全学的に展開する必要がある。

1.1.3 今後の改革構想

本学のDPはこれまで「知識・理解」「思考・判断」「関心・意欲・態度」「技能・表現」の４

領域で定義していた。本改革構想においては、DP に10個の具体的能力の育成を加え、さらに

これらが学生自身の内部で統合され、世の中に働きかける能力（「統合・働きかけ」）を育成す

ることを中心に据える。アドミッション・ポリシー（AP）においては、学力の３要素を踏まえ、

主体性・多様性・協働性を重視する入試の比重を高くする。カリキュラム・ポリシー（CP）に

おいては、教員と面談を行うなどの形成的評価を重視し、学生たちが自らの課題を設定し、最

終的に学生たちが何を身につけたかを担保する。

本学が達成すべき教育目標は、学生の知識・技能を高め、個々のコア・コンピテンシーの育

成を図りながら、これらを活用するメタ・コンピテンシーを高めていくことである。この教育

活動を効率的に行うには学生たちが、自らの学修の意義や目的を十分に納得していることが必

要である。これを可能にする仕組みが「地域協働による教育」と「振り返り」である。現実の
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課題に直面しながら、課題を解決しようとする活動において、知識や技能が自分の中で統合さ

れ、世の中に働きかけることに意義を見出す学生は、自己肯定感や自己効力感が高まり、自ら

の能力を高めていく。しかし、この能力を評価する方法については開発できておらず、学生自

身にフィードバックできていないという課題を抱えている。こういった教育活動を展開するた

めには、学生の活動を GPA に加えて、コンピテンシーも含め多面的に評価することが必要不

可欠である。

上記の教育改善の取組の質を担保するために、自己点検だけでなく外部評価委員会を定期的

に開催する。また「地域協働」の場に参加する地域、企業、教育現場の方々にとっても、活動

が有意義であり、自らの振り返りに資する取組とすることが重要である。本学は「地域協働に

よる教育」を掲げているので、本学の卒業生が地域でどのように活動しているのかを調査し、

地域から卒業生がどのように評価されているのかを踏まえ、教育活動を改善していく。加えて、

外部の研究機関と本学教員による共同研究を立ち上げ、追跡調査の方法や聞き取りの手法、そ

れを教育改善に取り入れる手法の開発を行う。
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1.2 本事業の概要

1.2.1 主な取組

本学が第３期中期目標（平成28年度〜６年間）に掲げる「総合的教養教育を基盤とし、「地域

協働による教育」の深化を通して課題解決能力のある専門職業人を養成する」ことの加速を目

的として、「質保証の基盤構築に向けた「地域協働による教育」の多面的評価指標の実践的検証

（テーマⅤ）」に取り組み、「地域活性化の中核的拠点」のモデルとなることをめざす。

本学が達成すべき教育目標は、学生の知識・技能を高め、個々のコア・コンピテンシーの育

成を図りながら、これらを活用するメタ・コンピテンシーを高めていくことである。これが第

３期中期目標・中期計画に掲げる、「総合的教養教育の実現により、各学部・学科等のDPに従

いそれぞれの専門性を身に付けるとともに、分野を横断した幅広い知識・考え方等が学生自身

の内部で統合され、世の中に働きかける汎用的な能力にできる人材の育成」ということである。

この目標が達成されたかどうかを検証するために、卒業段階でどれだけの力を身に付けたの

かを、多面的に評価する仕組みの構築を行う。そのために①学外の多様な人材と協働・共同し

て、「地域協働による教育」を核とした学修モデルの評価指標を開発し、その検証を図るシステ

ムづくりを行う。また、②これらの成果を検証するために、本学の卒業生とその就職先に調査

を実施するとともに、③検証結果と教学 IR データを用いて可視化し、学長のリーダーシップ

による教育改善の基盤とする。

（１）「地域協働」を核とした能動的学修モデルの多面的評価指標の開発と実践

これまで「知識・理解」「思考・判断」「関心・意欲・態度」「技能・表現」の４領域で定義し

ていた本学のDPを、本改革構想において、10個の具体的能力と「統合・働きかけ」に関連づけ

たことは1.1.3で述べたが、本構想では、課題を解決しようとする活動のなかで、知識や技能が

自分の中で統合され、世の中に働きかける能力を育成することに力点を置き、その下位に具体

的な能力を定め、編成している。

しかし、次の課題を抱えている。①次の図に示される具体的な能力(コア・コンピテンシーな

ど)やメタ・コンピテンシーを検証する有効な評価法の開発には至っていないこと、②質保証に

向けて、学外のステークホルダーからの客観的な評価を取り入れるシステムが整備されていな

いことである。

これらを踏まえて、これらの能力を評価でき、質保証できるように、①従来の GPAの厳正化

を推進するとともに、②フィールドである地域と協働して「ルーブリック評価」の開発を行う。

③学外人材と協働してオーセンティックな（社会等の現実課題に近い）場面においてメタ・コ

ンピテンシー（「統合・働きかけ」）をみる「パフォーマンス評価」を開発する。これらの指標

を用いて多面的な評価を行う体制を整備することによって、卒業時における質保証の取組を強

化する。
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（２）教育改革「高知大学の教育力向上計画」を再生し加速させる“教員のファシリテーション

力向上”

１）教員の能動的学修の教育・授業力の強化

本学は、全学的・組織的な教育力向上を目指して、平成19年度より「高知大学の教育力向上

計画」を継続しており、大学教員に求められる「新たな教育力」として、学生の自主性や学ぶ

意欲を向上させ授業を進める「ファシリテーション力」の育成に力を入れてきた。この力を向

上させることは、学生のコミュニケーション能力や表現力、社会性、協調性等の汎用的能力に

つながると考え、その手法を全学展開するために、平成27年度から各学部に教育ファシリテー

ターを配置している。本事業では、教員の教育力向上を図るために、学生の汎用的な能力の育

成を加速させ、アクティブ・ラーニングで求められるファシリテーション力の進化と深化を目

指す。
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２）アドバイザー教員による形成的評価を実施し、学生支援体制を強化

学生自身が、「何を身に付けたか」を自覚し意識できるように、現行の成績評価のフィードバッ

ク方法を見直し、学生の視点からわかりやすく学修成果が可視化できるシステムを導入し、同

時にポートフォリオを用いたアドバイザー教員との個別面談を行い学生支援の充実を図る。学

生たちが生涯にわたって学び続ける学修者として自己を評価する視点を獲得するために、教員

が伴走しメタ認知を促進させる支援を行う。

このような活動の出発点として、入学時におけるアドバイザー教員との面談体制を整備する。

新入生は大学に入学することを目標に勉強してきているが、入学後、自分が何をしたいかを面

談を通じて自覚させ、目的意識を喚起することで学修活動への動機づけを行う。

また、卒業時の質保証に向けた形成的評価の節目として、３年次第１学期に、リフレクショ

ン・セメスターを設け、学生総合支援センターの教職員とアドバイザー教員が支援し、学修成

果についての自覚を促し、自分の強みを意識して社会に貢献できる力の集大成に向けて準備す

る。パフォーマンス評価が低い学生に対しては、再履修や補習授業を履修させるとともに、学

生総合支援センターの教職員が継続的な支援を行うなどのフォロー体制も強化する。最終的に

は、総括的評価として、卒業時に学びの履歴書 “ディプロマ・サプリメント” をもって社会に質

保証を担保できるシステムを構築する。

（３）全教職員の意識の共有化

FD・SDウィークを設定し、教員の授業参観に事務職員も参加するなど、教育改革に関する

全教職員の意識の共有化を図る取組を行っていく。また学生面談スキル向上も FD・SD の両

面から取り組んでいく。さらに教学 IRデータを用いた質保証に関するFD・SDも展開する。

1.2.2 事業の実施体制

本学では、学長のリーダーシップの下、実施体制を構築する。本事業では、IR 体制をさらに

強化させて、学長が常に事業全体及びその成果と課題を可視化できるように組織体制を強化し

ていく。その中心拠点は、理事（教育・附属学校園担当）兼副学長を本部長とした「大学教育

再生加速プログラム事業実施本部」である。実施本部は IR 評価機構と密接に連携しながら、

全学的な展開を整備し、全教職員に本事業の周知徹底を図りながら、大学教育を加速させる。

「大学教育再生加速プログラム事業実施本部」は、本事業の企画推進機関であり、年度ごとの事

業計画の立案・運営・改善等を行うことが目的である。大学教育再生加速プログラム事業実施

本部を、全学教育機構と学生教育・支援機構の上に位置づけることにより、本学全体にこの事

業が行き届くように実施体制を敷く。本学の教学に関わる全ての教職員が事業に参画し、全学

的事業として実施できるように努めていく。

（１）本事業の学内体制の強化

事業は大きく分けて２つのグループにおいて展開を図る。一つ目は、学生教育・支援機構を

中心としたグループで大学教育創造センターと学生総合支援センターが連携し、教員のファシ

リテーション力の向上、教員のアクティブ・ラーニング型授業の教育力の強化、学生支援型の

形成的評価システムの設計と運用に向けた準備を行う。また、多面的評価指標の開発と統合の

ために「評価方法開発ワーキンググループ」、「教育評価に関わるワーキンググループ」を設置

する。二つ目は、全学教育機構を中心とした各学部における教育改革の加速である。具体的に

は、各学部に従来ある学務（教務）委員会と、全学を挙げた教育改革に向けた全教職員の意識
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改革のために新設された教育ファシリテーション委員会により、各学部内における質保証に関

わるFD事業の推進を図る。本事業は、全学体制で実施することから、この２つが絶えず連携

を図り、これまで以上に緊密な教育に関わる連動を加速していく。また、事務職員等（以下「職

員」という。）の大学教育・支援に関わる SDを強化するために、全学FD・SDウィークを開催

し、質保証に関わる研修会と公開授業・授業協議会への参加、SPODでの研修会への参加等の

回数を増やすことにより、これまで以上に教学に関わる SDを増やし、大学教育・支援に関わ

る体制を強化していく。

※ SPOD（四国地区大学教職員能力開発ネットワーク）：四国地区にある32（平成28年度加盟校）

の高等教育機関が加盟するネットワークで、全加盟校が連携してネットワーク事業を展開し、

FD と SD という２つの事業の効率化、高度化、実質化を行うことで、教育の質の保証を図

り、学生の豊かな学びと成長を支援する、実践的な力量をもった高度教育のプロフェッショ

ナルの輩出を目指している。

（２）本事業の外部との協働による多面的評価指標の開発と卒業生調査の共同研究

本事業に関わる学外の多様な人材との協働・共同体制については、大きく分けて２つの体制

で展開を図る。

１）学外人材との協働・共同による多面的評価指標（ルーブリック評価とパフォーマンス評

価）の開発とその検証・分析

大学教育創造センターの教育評価ユニットを中心に、教育評価や高等教育を専門とする学内

の研究者が、学外の評価者とともに、多面的評価指標を開発する。作成した指標は、授業等で

実施され、評価結果を収集し、それを教学 IR担当教員が分析・検証し、教育評価ユニットに
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フィードバックする。また、その結果を、学外の評価者に報告し、指標のブラッシュアップを

行う。

２）卒業生調査の体制

卒業生調査のうち、該当年度の卒業生とその就職先を対象とした調査については、学生の出

口に関わる学生総合支援センターが質問紙の構造等について検討し、実施については、大学教

育創造センターとともに行っていく。また、地域と首都圏に就職した卒業生とその就職先への

インタビュー調査については、本学の教員と外部研究機関との共同研究で行っていく。

1.2.3 評価体制

評価体制は、自己点検評価体制と外部評価委員会による外部評価体制の２つで構成する。

学内の自己点検評価体制は、大学教育創造センターの教育評価ユニット内に、すでに配置さ

れている IRerを中心に、学内における教育の質保証とその周辺にある学務情報を連携させて、

本事業の検証を定期的・恒常的に行っていく。また、外部評価委員会は、本学に関わるステー

クホルダーを中心に組織していく。委員会は、年間１回の定期開催とともに、日常的に学内の

自己点検した結果をレポートとして配信し、本事業に関わる情報共有を図っていく。
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教育改革のための PDCAは補助事業の有無にかかわらず必要なものであることから、事業

終了後においても補助事業で構築したこの実施体制で改革を推進する。
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┃第２章 平成28年度大学教育再生加速プログラム(AP)の具体的な取組と実績

2.1 平成28年度の具体的な取組と実績概要

2.1.1 総論

平成28年度は、本事業の準備期間と位置づけ、（１)「地域協働」を核とした能動的学修モデ

ルの多面的評価指標の開発と実践を進めることと、（２）教育改革「高知大学の教育力向上計画」

を再生し加速させる“教員のファシリテーション力向上”を促進させることに取組んだ。

2.1.2 具体的な事業内容と実施状況報告

（１）事業実施体制の構築―「高知大学大学教育再生加速プログラム事業実施本部」の設置

学長のリーダーシップの下、事業全体及びその成果と課題を可視化できる組織体制を構築す

るため、中心拠点として、理事（教育・附属学校園担当）兼副学長を本部長とした「大学教育

再生加速プログラム事業実施本部」（以下「実施本部」という。）を設置した。実施本部は事業

の運営について必要な事項を定めるとともに、本学における本事業の取組を総合的かつ一体的

に推進するための役割を持つ。また、その直下に IR・評価機構、大学教育創造センター、学生

総合支援センター、アドミッションセンターから選出された教員及び学務部長等で構成された

「大学教育再生加速プログラム事業推進委員会」を設置し、学生・教育支援機構が一体となって

本事業の各種取組の企画・推進、連絡・調整を行うことができる体制を整えた。

本事業を担当する大学教育創造センターには、各学部長の推薦により、教育活動の企画・提

案及び教育改善を遂行するための中核的な役割を担う「教育ファシリテーター」が置かれてい

るが、本事業の採択を受け、各学部に本事業を推進するための委員会「教育ファシリテーショ

ン委員会」を新設し、事業の実施主体である、学生・教育支援機構との連携を図りながら、本

事業の全学的な展開を円滑に行う体制に拡充した。

これらの体制の強化により、教員・学部単位ではなく、全学を挙げて組織的かつ効率的に継

続して教育改革を実行していく。

（２）アクティブ・ラーニング型授業の実態調査について

全学部を対象に、どの程度授業の中にアクティブ・ラーニング型授業が実施されているかに

ついて実態調査を行った。調査に先立ち大学教育創造センター教員で、どのような授業形態が

アクティブ・ラーニングと定義することができるのかについて検討を重ね、先行研究等を踏ま

えて、３カテゴリー（授業における小テスト・レポートの活用、双方向の応答、学生同士の活

動）12項目で全学的な調査を実施した。回答率は50％（授業に関わる教員数518名に対して261

名が回答）であった。結果は、本学のアクティブ・ラーニング型授業の実施率は90.8％であり、

回答した９割以上の教員が12項目のいずれか（複数実施を含む）の授業を実施していることが

明らかになった。

また、本調査では、各学部別と受講者人数別、受講者層別で分析検証し、実施状況について

まとめ報告した。
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（３）先進モデル校の視察

AP事業に関わる先進的な事例について調査を行うため、「質保証の基盤構築に向けた「地域

協働による教育」の多面的評価指標の実践的検証」に向けて、テーマⅠ「アクティブ・ラーニ

ング」、Ⅳ「高大接続事業」の採択校、テーマⅤ「質保証」のシンポジウム及びコンソーシアム

京都で開催された FDフォーラムに出席し、他大学の先進事例から学んだ。

（４）多面的評価指標の開発

高知大学が育成しようとする人材についての能力指標の開発及びこれに基づいた評価の実施

に向けて、高等学校関係者や地域・企業と協働して研究会を開催し、多面的評価指標の開発に

取組み、質保証の仕組みを構築することを目的とし、第１回目は高知県教育委員会から１名と

高知県内の企業から３名に参加いただき、本学の教員３名とともに多面的評価指標開発研究会

を開催した。

本研究会では、授業「課題探求実践セミナー（自由探求学習Ⅱ）」における学生グループによ

るプレゼンテーションの様子を参観し、その後、「学生の振る舞いを評価するための評価指標の

開発」をテーマにワークショップ型で議論を行った。第２回目は、第１回目のメンバーに１名

が加わり、高知県教育委員会から１名、高知県内の企業から４名、本学の教員３名がセルフ・

アセスメント・シートの評価指標について議論を行った。

（５）FD・SDウィーク（授業公開週間）の実施

質保証に関わる全学的なFDとして、授業公開週間（＝ FD・SDウィーク）を設け、34科目

の授業公開を３ケ月にわたり展開した。これまで教員がお互いの授業を参観するというFDは

行ってきたが、職員が大学の授業を参観するのは初めての試みであった。この事業に向けて、

専用のサイトを設けて、授業参観後の感想や自分の業務への反映等について記述するコメント

をお互いで共有できるようにした。

（６）高大接続の視点による大学の公開授業と授業協議会

高等学校教員が普段の大学の授業を参観することにより、高等学校との接続の視点から大学

に重要な示唆を提供する場になるとともに、知識共有を図る好機になることを目的として、高

知県内の高等学校教員を対象に３科目の授業公開とその授業に関わる授業協議会を開催し、教

育技法と方法（アクティブ・ラーニング）について、高等学校教員と大学教員が意見交換を行っ

た。

高知県教育委員会の後援を受けて本事業について高等学校に呼びかけ、高知県教育委員会か

ら２名、高知県内の高等学校から23名の教員が参加した。授業は「文学と社会」、「化学概論Ⅱ」、

「ピアサポート理論と実践」が公開された。授業参観後には、授業協議会を開催し、授業担当教

員から授業の進め方や当日の授業について説明を行った後、①アクティブ・ラーニング型授業

について、②グループ活動の状況について、③グループ学習における思考の深化について、④

高大接続の視点からの授業づくりについて、の４つの柱で協議した。

（７）学生面談に関わるFDの開催

平成29年度から実施される学生との面談にむけて、面談の基礎的な知識を教職員で共有する

ことを目的に、「面談に必要な準備と心得」についてFDを開催し、教職員19名が参加した。限

られた面談時間を有効に使い、学生との信頼関係を築くことができるようにと、実際の面談場
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面を入れたシミュレーション形式で実施され、アドバイザー教員がすぐに実践できるような内

容であった。

（８）「学生主体」の授業デザインワークショップの開催

能動的学習（アクティブ・ラーニング）を授業に導入するための、基本的な知識と技法をテー

マとしたワークショップを開催し、他大学を含む大学教員16名及び高等学校教員５名が参加し

た。

ワークショップでは、学生の主体的な学びをデザインするためのアイデアやアクティブ・ラー

ニングの様々な手法等について学び、学修効果が高まる学習方法の理論について理解を深めた。

（９）卒業生調査の実施

平成27年度卒業生を対象に、卒業生調査（名称：卒業生アンケート）を実施した。対象は全

学部の卒業生とし、医学部等の職種が異なる場合はそれに対応したものを用意し調査を行った。

内容は、現在の仕事の内容、本学の教育や学生生活支援に関わる満足度、総合的教養教育の10

＋１の能力を身に付けた度合などで構成している。その結果、全卒業生1,071名に送付し、210

名の回答を得て、回収率は19.6％であった。今回、初めて全学体制で同一の調査を行い、実態

を把握することで、全学的な出口部分の検証につながった。

（10）卒業生インタビュー調査（高知大学×ベネッセ共同研究）

本学及びベネッセ教育総合研究所の共同研究として、「社会からの評価」を起点とした教育成

果の検証を行うため、卒業生及び卒業生の就職先へのインタビュー調査を実施することとし、

平成29年度中の実施に向け、双方においてその実施方法等について検討を行い、計画案を策定

した。

（11）e-ポートフォリオの拡充

学生の「大学における学びの統合」を促進するため、入学から卒業までの４（６）年間の学

修のプロセスと成果を蓄積し、学生が自らの学びについて振り返り、次の進路に向けて「学び

の統合」を図ることを目的として、平成29年度より、「e-ポートフォリオ」システムを全学導入

することを決定し、本年度は、仕様等の策定及びシステム開発を行った。

（12）AP事業ホームページの開設

本事業に関する進捗状況の報告を掲載し、情報発信を行うために、事業専用のホームページ

を作成した。これにより、本事業で得た成果を学外に発信することができ、事業で検証された

ものについてもタイムリーに発信することが可能になった。

学長の挨拶と理事の挨拶、事業概要、多面的評価指標開発研究会・外部評価委員会、イベン

トの告知・報告で構成しているほか、シンポジウムや FD関連の申し込みサイトへのリンクも

設定し、一人でも多くの人に見てもらえるような工夫を行っている。

（13）キックオフシンポジウムの開催

本事業を全国の大学・短期大学・高等専門学校へ普及させるために、キックオフシンポジウ

ムを開催した。このシンポジウムは学外だけではなく学内の教職員も対象に実施し、AP 事業

に関わる知識と、同じテーマⅤに採択された茨城大学の取組を取り入れて、質保証について理
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解を深めることも目的としている。プログラムは、「大学教育再生加速プログラム（AP）につ

いて（文部科学省 河本達毅氏）」、「質保証と IRについて（茨城大学 嶌田敏行氏）」、本学の

AP 取組報告、「卒業生調査に関わる共同研究について（ベネッセ教育総合研究所 岡田佐織

氏）」、「パネルディスカッション 質保証の基盤構築に向けた『地域協働による教育』の多面的

評価指標の実践的検証」で構成した。参加者は102名で、参加者アンケートでは９割以上の参加

者から、内容に関して肯定的な評価を得た。

（14）アクティブ・ラーニングを行うことができる教室の整備

アクティブ・ラーニング型授業の推進のため、共通教育棟の１教室の改修を行った。これに

より、88人までのアクティブ・ラーニング型授業が可能になった。

（15）外部評価委員会

平成28年度ＡＰ事業における第三者評価を受けるため、外部評価委員会を開催し、取組内容、

事業計画、実施状況及び事業効果等について評価が行われた。
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2.2 アクティブ・ラーニング型授業の実態調査

2.2.1 調査の概要

（１）調査の目的

本学におけるアクティブ・ラーニング型授業の導入状況について、実態を把握するために、

全学部を対象に調査を行い明らかにする。

（２）調査の方法

平成28年度10月〜11月開催の教授会にて質問紙を配布し調査を行った（一部異なる学部有）。

回収については、教授会終了時、メール、学部事務室に専用の回収箱を用意する等、学部毎

に異なる方法で行った。

（３）調査時期

平成28年10月〜平成29年２月末

（４）調査対象

本学の専任教員のうち、学部に所属し授業を行っている教員

（５）回収数

回答者数 261名（対象者数518名、回収率 50.4％）

（６）調査項目

所属学部、教員名、授業科目名、アクティブ・ラーニング型授業の実施状況（設問項目12項

目）、自由記述（他にもアクティブ・ラーニングだと思われる活動を実施されていましたらご記

入ください。また、アクティブ・ラーニング型授業実践に関わるご質問や意見についてもこち

らにご記入ください）

2.2.2 アクティブ・ラーニング型授業の実施状況 設問項目

【授業における小テスト・レポートの活用】

１ 授業中に小テストを行い、解答と解説を行っている

２ 小テストの解答について、学生同士で確認させる時間を設けている

３ 小テストを行い、答えを学生に発表させたり、板書させる時間を設けている

４ 授業に関わる振り返りやまとめ等を書かせる時間を設けている

【双方向の応答】

５ 学生に質問カードを書かせ、提出させて次の授業で質問に答えている（口頭やパワポで提示等を含む）

６ 学生に授業で学んだことをカードに書かせ、提出物にコメントやスタンプを付して返却している

７ 出席カードやコメントカード等を利用して、提出させ学生と授業に関するコメントのやり取りを行っている

８ 授業中に質疑応答の時間を取っている

【学生同士の活動】

９ 事前課題や授業で学んだ内容について、学生同士のペアで確認を行っている

10 テーマや事例、課題について、学生同士のペアで考えたりする共有する活動を行っている

11 テーマや事例、課題について、学生同士のグループで考えたりする活動を行っている

12 上記の活動について学生同士のペアやグループで、話し合った結果について発表する活動を行っている
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2.2.3 結果

回答数及び回収率

学部専任担当別の回答数は261名、回収率は50.4％であった。

（１）設問項目の回答数と総回答数からの割合

12項目の中で最も実施率が高かったのは、「授業中に質疑応答の時間を取っている」（59.8％）

であった。反対に最も実施率が低いのが、「事例課題や授業で学んだ内容について、学生同士の

ペアで確認を行っている（11.5％）であった。全体的には、【双方向の応答】32.4％、【授業に

おける小テスト・レポートの活用】29.2％、【学生同士の活動】22.7％であり、教員と学生の双

方向のやり取りの実施率が高いことがわかった。
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（２）アクティブ・ラーニング型授業の実施状況

本学のアクティブ・ラーニング型授業の実施率は90.8％と高率であった。

（３）全学の実施状況

（４）各学部別の実施状況

学部別の実施状況をみると、特に学部間で大きな違いは認められなかった。
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2.3 先進モデル校の視察

AP 事業に関わる先進的な事例について調査を行うため、AP採択校が実施しているシンポ

ジウムや研修会等に出席した。テーマⅠ〜Ⅴの採択校の先進的な事例や取組を学ぶことを通し

て、本学の現状の課題分析を行うとともに、先進校のノウハウを本学の特性に合わせて取り入

れ、質保証の取組強化に生かしていく。

【先進校モデル視察一覧】

2.4 多面的評価指標の開発

第１回多面的評価指標開発研究会

(１) 趣 旨

大学教育再生加速プログラム（AP）事業における高大接続改革推進の取組として、高知大学

が育成しようとする人材についての能力指標の開発及びこれに基づいた評価の実施を掲げてい

る。この能力指標の開発のために、高等学校関係者や地域・企業と協働して研究会を開催し、

多面的評価指標の開発に取り組み、質保証の仕組みの構築を行う。

（２）日 時 平成28年12月16日（金） 14：50〜18：30

（３）対 象 高等学校関係者及び各企業より推薦された者
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内容 視察日
主催

（場所）

大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）シ

ンポジウム及びＡＰ事業に係る情報交換
10月13日

愛媛大学教育・学生支援機構、

高大接続推進室

（愛媛大学南加記念ホール）

大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）キッ

クオフイベント
11月８日

茨城大学

（茨城大学水戸キャンパス）

ＡＰキックオフシンポジウム及び第10回

ＥＭＩＲ勉強会
11月11日

山形大学

（明治大学駿河台キャンパス）

平成28年度第１回ＩＲ初級人材研修会 11月29日

茨城大学、九州大学、大学評価

コンソーシアム

（キャンパス・イノベーション

センター東京）

平成28年度事業成果報告会 １月24日
阿南工業高等専門学校

（あわぎんホール）

大学教育加速プログラム（AP） テーマ

V キックオフシンポジウム
２月20日

日本福祉大学

（建築会館）

第22回ＦＤフォーラム
３月４日〜

３月５日

大学コンソーシアム京都

（京都コンサートホール他）



（４）タイムスケジュール

１）公開授業

「課題探求実践セミナー（自由探求学習Ⅱ）」

【講 師】高知大学 大学教育創造センター 教授 塩崎 俊彦

〃 特任准教授 杉田 郁代

〃 特任助教 竹岡 篤永

地域協働学部 講師 俣野 秀典

安全・安心機構 准教授 廣瀬 淳一

【教 室】高知大学朝倉キャンパス 共通教育棟３号館310教室

２）多面的評価指標開発研究会

【テーマ】「学生の振る舞いを評価するための評価指標の開発」

① 評価すべき振る舞いについて

② 学生の振る舞いに基づいたルーブリック評価指標について

【会 場】高知大学朝倉キャンパス 共通教育棟１号館多目的室

（５）参加者

戎井 崇（高知県教育委員会事務局高等学校課）、岡部 祐政（株式会社ファースト・コラボ

レーション）、中野 守康（兼松エンジニアリング株式会社）、宮本 高憲（株式会社高南メディ

カル）、塩崎 俊彦（高知大学大学教育創造センター副センター長）、立川 明（高知大学大学

教育創造センター准教授）、杉田 郁代（高知大学大学教育創造センター特任准教授）

（６）成 果

本研究会は、授業参観と研究会の２つのパートで構成し、授業参観では「課題探求実践セミ

ナー（自由探求学習 II）」において、学生グループによる第２回中間成果プレゼンテーションの

様子を参観した。

研究会では、「学生の振る舞いを評価するための評価指標の開発」をテーマに、「課題探求実

践セミナー（自由探求学習 II）」の授業担当教員から授業の進め方やプレゼンテーション等につ

いて説明を行い、社会人の目から見たプレゼンテーションの評価について、意見交換が行われ

た。また、評価指標となる具体的な振る舞いについてワークショップを行い、実際に社会の現

場で求められている人材について活発な議論が交わされた。
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受付

（共通教育棟

311教室）

授業参観「課題探求実践

セミナー（自由探求学習Ⅱ）」

(共通教育棟310教室）

休

憩

多面的評価指標開発研究会

(共通教育棟多目的室）

閉

会

14：20 14：50 16：20 16：30 18：30



第２回多面的評価指標開発研究会

（１）日 時 平成29年３月16日（木） 17：00〜19：00

（２）対 象 高等学校関係者及び各企業より推薦された者

（３）タイムスケジュール

【テーマ】「学生の振る舞いを評価するための評価指標の開発」

① 評価すべき振る舞いについて

② 学生の振る舞いに基づいたルーブリック評価指標について

【会 場】高知大学朝倉キャンパス 総合研究棟会議室３

（４）参加者

戎井 崇（高知県教育委員会事務局高等学校課）、岡部 祐政（株式会社ファースト・コラボ

レーション）、中野 守康（兼松エンジニアリング株式会社）、宮本 高憲（株式会社高南メディ

カル）、近藤 誠治（和建設株式会社）、塩崎 俊彦（高知大学大学教育創造センター副センター

長）、立川 明（高知大学大学教育創造センター准教授）、杉田 郁代（高知大学大学教育創造

センター特任准教授）

（５）成 果

今回の第２回多面的評価指標開発研究会は、第１回目のメンバーに１名が加わり、高知県教

育委員会から１名、高知県内の企業から４名、本学から教員３名が参加した。

第２回研究会の内容と議論は以下のとおりである。
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授業参観の様子

研究会の様子

受付

（総合研究棟

会議室３）

多面的評価指標開発研究会

（総合研究棟会議室３）

閉

会

16：30 17：00 19：00



１）セルフ・アセスメント・シートの評価指標の優先順位

各委員に平成29年度から利用するセルフ・アセスメント・シートの評価指標について、そ

れぞれの立場から優先順位をつけてもらい、意見交換を行った。

２）意見交換の内容

�若手社員も「正解」がない問題に取り組むことが苦手。原因は、「正解」があることが前提

の教育を受けてきたことにあるのではないか。

�「正解」がない問題を考える過程を見ていない。若手社員がそのプロセスを自分の言葉で

話すことができるように指導・助言が必要。

�セルフ・アセスメント・シートの指標はどれも重要である。企業でも、このような共通言

語（ものさし）を持って人材育成に当たる必要がある。

�学生は社会に出てはじめてプロセス評価を受けるのではないか。この点が、「正解」のある

学校の教育とは一番ちがうところであり、大学生の間に、プロセス評価を受けておくと、

社会に出てから戸惑うこともない。

�たとえば「セルフ・アセスメント・シートをなぜやるのか」ということを学生にどのくら

い知らせているか。それをもっと徹底することで、セルフ・アセスメント・シートを実施

する意義が出て来るのではないか。

�セルフ・アセスメント・シートを、学生を評価するためにやるのではなく、プロセスを評

価するためのツールとして使うという観点が重要。そのためには、これを用いて、どのよ

うな指導をするかが次の問題となってくる。

�指標の開発とともに、育成のための評価者＝指導者の研修も必要である。

19



2.5 FD・SDウィーク（授業公開週間）の実施

（１）趣 旨

教育改善に関する教職員の意識改革の一環として、従来の相互授業参観を見直し、各学部５

授業程度を選んで公開授業とし、授業参観の機会を増やす。これによって、

① 授業公開者の授業改善を行う。

② 授業参観を通じて参観する側の教員が自身の授業についての内省を通じた教育改善を図

る。

③ 職員は授業参観を通じて、大学の授業について理解する第一歩とし、業務への反映を図る。

ことをめざす。

（２）実施期間と開講科目数

期 間：平成28年11月14日（月）〜平成29年１月20日（金）

科目数：34科目（延べ92回開講 ※ e ラーニング科目は１回として集計）

（３）申込者数及び参観申込率（コメント入力者）

（４）質問項目とその結果（一部抜粋）

１）教員用質問項目

① 参観した授業について、教員の授業方法や学生の学習形態等について、特に印象に残っ

たことはどんなことですか。

② 参観した授業での授業方法や学生の学習形態等で、自分の授業にも取り入れてみたい、

取り入れることが可能だと思うことはどんなことですか。

③ 授業を参観して、授業方法や学習形態について新たに気づいたことはどんなことですか。

④ 参観した授業の授業方法や学習形態について、授業担当者へのコメントがあれば書いて

ください。

⑤ この取組は、あなたの授業改善や教員としての意識改革に役立つものでしたか。（５段

階択一式）

２）職員用質問項目

① 参観した授業について、講義の教育方法や学習形態等について、特に印象に残ったこと

はどのようなことですか。

② 参観した授業で、学生の様子について、気がついたことはどのようなことですか。

③ 参観した授業が行われた教室の環境の整備や設備について、気がついたことはどのよう

なことですか。

④ 授業を参観して、あなたの日常の業務と高知大学の教育（授業）や学生生活はどのよう

に関連していると思いましたか。
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参観申込者数 参観申込率

教 員 111人 19%

職 員 196人 57%

全 体 307人 32%



⑤ この取組は、あなたの大学教育への理解の促進や、大学職員としての自分を見つめ直す

機会となりましたか。（５段階択一式）

３）択一式質問項目回答比率

教員：この取組は、あなたの授業改善や教員としての意識改革に役立つものでしたか。

職員：この取組は、あなたの大学教育への理解の促進や、大学職員としての自分を見つめ直

す機会となりましたか。

「強くそう思う」「そう思う」と回答しているのが218名（85％）であり、今回の取組が教

員にとっては、授業改善や意識改革に役立ち、職員にとっては、大学教育への理解や自分を

見つめ直す機会になったと捉えていることがわかった。

４）感想一部抜粋
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区 分 回答数 比 率

強くそう思う 61 24%

そう思う 157 61%

どちらとも言えない 32 13%

そう思わない 6 2%

総 数 256 100%

はじめてグループワークを見学させていただきましたが、大変勉強になりました。若手

教員の私こそ、このような挑戦的な授業スタイルをどんどん取り入れるべきとも感じま

した。

講義を後ろから拝見させていただくと、学生の受講態度がよくわかりました。自分の授

業でもきっとそうなっているのだと思います。見直す良いきっかけになりました。

本講義はある種の作法や思考の様式を訓練・修得させるものであり、取り上げるトピッ

クに関する前提知識や考察の結果等の紹介は可能な限り省き、エクササイズと思考プロ

セスの説明に重点を置いていた、と理解しています。そうした講義の方針には、個人的

には、大いに共感を覚えます。

私自身もそうした方針で講義を作っていますが、学生にとって問題意識を把握しにくい

側面があるようです。その点を改善するヒントを得ることを目標とし、授業参観させて

頂きました。

現在の業務は、直接的に教育（授業）・学生生活と関わるものではありませんが、今後業

務で関わる際には、こういった教育が行われているという事を念頭に置き、教員の方々

や学生のサポートを積極的に行っていければと思いました。

現在の部署は直接学生と関わりのある部署ではないので関連については目に見える形で

は記述出来ない。だが例えば管理部門の職員であっても教員や学生への財政面・設備面

等でのバックアップは行っていると思う。今後はそのような部署の職員であっても大学

の職員として学務課や教員のことに目を向けることも必要であると感じた。その意味で

は本FD・SDの取組は意義があると思う。

学生のグループワークにおける、教室の使用方法、特に移動の必要性等がわかり、学生

の自律的な学習を促すためにグループワーク形式の授業が増えている（グループワーク

用に使用できるよう室を整備することを求められることが増えている。）理由が理解で

きました。



（５） FD・SDウィーク専用サイト

専用サイトを立ち上げ、公開授業の参加申込及び参観後の感想を記入できるようにした。
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事務手続きの面で日々、学生に関する書類・データは扱ってきたが、窓口以外で学生と

接することはほとんどなく、今回の参観を通して学生たちが普段どのような雰囲気で授

業を受けているのかを垣間見ることができた。このような教育の場を運営するために

我々事務が必要な役割をこなしているのだと改めて実感した。

高知大学の大きな使命の一つが学生の教育にあることは承知しているものの、実際に学

生が授業を受けている場を体験するのは今回が始めてでした。

この場を確保・充実していくために教員採用、関係諸規則の整備、建物・設備の管理等す

べての業務が必要であり、重要であるのだと改めて思いました。

参観の様子



2.6 高大接続の視点による大学の公開授業と授業協議会

（１）趣 旨

大学教育再生加速プログラム（AP）事業における高大接続改革推進の取組として高大接続の

視点から、高知県内の高等学校教員を対象に実施する。内容は３つの授業公開と授業協議会を

行い、授業に関わる教育技法と方法（アクティブ・ラーニング）について、高等学校教員と大

学教員が意見交換を行う。

（２）日 時 平成28年12月15日（木）14：50〜18：00

（３）対 象 50名（総合的な学習の時間担当者・入試担当者等）

（４）タイムスケジュール

１）公開授業

① 「文学と社会」

【講 師】 高知大学 大学教育創造センター 教授 塩崎 俊彦

【教 室】 高知大学 朝倉キャンパス共通教育棟３号館334教室

②「化学概論Ⅱ」

【講 師】 高知大学 大学教育創造センター 准教授 立川 明

【教 室】 高知大学 朝倉キャンパス共通教育棟３号館310教室

③「ピアサポート理論と実践」

【講 師】 高知大学 大学教育創造センター 特任准教授 杉田 郁代

【教 室】 高知大学 朝倉キャンパス共通教育棟１号館多目的室

２）授業協議会

【テーマ】 「授業に関わる教育技法と方法（アクティブ・ラーニング）」

① 各授業のねらい・本時の活動

② 意見交換

【会 場】 高知大学 朝倉キャンパス共通教育棟３号館310教室

（５）成 果

授業参観へは、高知県教育委員会から２名、高知県下の県立、市立、私立高等学校から23名

の教員が参加し、各教室に分かれて通常のアクティブ・ラーニングによる授業を参観した。こ

の３つの公開授業は、高知大学AP事業 FD・SDウィーク -Teaching Reflection-の公開授業

科目でもあり、大学教職員と協議会参加者の交流も行われた。

授業協議会では、「授業に関わる教育技法と方法（アクティブ・ラーニング）」をテーマとし、
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授業担当教員から授業の進め方や当日の授業について、アクティブ・ラーニングについての説

明がされた。

その後、公開授業ごとに①アクティブ・ラーニング型授業について、②グループ活動の状況

について③グループ学習における思考の深化について④高大接続の視点からの授業づくりにつ

いてを４つの柱とし、グループワークを行った。グループワークでは、参加者と担当教員の間

で活発な質疑応答、意見交換が行われた。

参加者からは、「アクティブ・ラーニングに対して前向きな議論ができ、意欲が湧いてきた」

「大学教員と授業づくりで直接話しができたこと、色々な先生方と意見を共有できて良かった」

「また参加できる機会を作って欲しい」などの感想が寄せられた。
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公開授業の様子

授業協議会の様子



2.7 学生面談に関わる FDの開催

（１）趣 旨

面談に必要な準備と心得

１）学生にとって相談に行きやすいアドバイザー教員であるために必要なこと。

① 教員・学生間で確実に連絡がとれるよう電話・メールを設定する。

② 面談の目的・理由を適切に説明する。

③ アドバイザー教員の業務、オフィスアワー、アポイントメントのとり方等について説

明する。

④ 「この先生は話を聞いてくれる」と思ってもらえる話し方をする。

２）学生からのさまざまなサインをキャッチするために必要なこと。

多角的な視点（学修、睡眠、食事、成績の推移等）から学生の状況を具体的に把握し適切

に記録する。

３）トラブルを回避するために必要なこと。

トラブルになりやすい学生の特徴や留意点を理解し、実践する。

（２）実施主体 学生総合支援センター修学支援ユニット

（３）開催日時・場所・主な対象者

１）日 時 １月25日（水）15：30〜17：00

２）場 所 高知大学朝倉キャンパス共通教育棟１号館137教室

３）対 象 アドバイザー教員、学務（教務）委員長、事務職員等

（４）FDの内容

面談に必要な準備と心得

―学生に信頼されるアドバイザー教員であるために―

１）FDの趣旨・流れについて（５分）【坂本（学生総合支援センター）】

２）面談に必要な準備と心得

2-1 初めての面談（20分）【坂本】

2-1-1 学生と確実に連絡をとるために

2-1-2 学生を必要以上に緊張させないために

2-1-3 限られた時間で質の高い面談を行うために

2-2 成績不振・欠席の多い学生との面談（15分）【松本（学生総合支援センター）】

2-2-1 面談の実施体制

2-2-2 面談の理由と目的の伝え方

2-2-3 面談シートを利用した面談のメリット

2-2-4 単位修得状況・GPAの推移の確認

2-2-5 面談後の取り組みの記載について

2-3 トラブル回避のための留意点（20分）【上田（保健管理センター）】

2-3-1 何も話そうとしない学生

2-3-2 電話・メールでの話を希望する学生
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2-3-3 「保健管理センターに行くこと＝病気」と考えている学生

2-3-4 「先生のご経験からこんなことをどう思いますか」と質問してくる学生

2-3-5 恋愛感情や身体接触の要求をしてくる学生

2-3-6 自殺念慮のある学生

2-3-7 保健管理センターを利用中の学生に関する問い合わせについて

３）質疑応答（20分）【坂本・松本・上田】

４）まとめ（５分）【坂本】

（５）成 果

FD 研修の一つとして、限られた面談時間を有効に使って学生との信頼関係を築けるように

なることを目的とし、当日はアドバイザー教員、事務職員など19名が参加した。

初めに、坂本智香特任講師（学生総合支援センター 修学支援ユニット）から、初めての面談

を行う際に学生と連絡を取るための留意点や、面談の際に学生を緊張させないための方法、限

られた時間で質の高い面談を行うために注意すべきことについての講演が行われた。

次に松本秀彦准教授（学生総合支援センター特別修学支援室）から、成績不振・欠席の多い

学生との面談について、面談シートを利用した面談のメリットや、面談後の取組の記載につい

ての説明が行われた。また、音声文字変換アプリ UDトークを利用することにより、ユニバー

サルデザインの視点を取り入れた授業づくりのシミュレーションが行われた。

最後に保健管理センター上田規人臨床心理士から、トラブル回避のための留意点について、

自殺念慮のある学生への接し方や、保健管理センターとの連携等に関する講演が行われ、質疑

応答では参加者から活発な質問や意見交換がなされた。

AP事業では、アドバイザー教員による形成的評価（年度末に実施）を全学生に実施し、学生

支援体制を強化することを計画しており、e-ポートフォリオを用いたアドバイザー教員との個

別面談を行い学生支援の充実を図ることとなっている。

このような活動の出発点として、アドバイザー教員との面談体制を整備するための一助とし

て、同様の研修を、各学部での開催、e-ラーニングコンテンツとして公開することなど検討し

ていく予定である。
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※ 音声文字変換アプリ UDトーク

UDトークは「共有」を目的とした話し手から聞き手へのコミュニケーションをサポートす

るためのアプリ

（６）アンケート結果

参加者：教員10名、事務職員９名 計19名

アンケート回答者数：14名

１ 回答者内訳 ２ アドバイザー教員であるか否か

３ 本日のFD研修の内容について

27

研修当日の様子

① 教員 7

② 職員 6

③ 不明 １

① アドバイザー教員である 4

② アドバイザー教員ではない 10

① 非常に役に立つ 7

② どちらかといえば役に立つ 6

③ あまり役に立たない 0

④ 全く役に立たない 0



４ どの内容が役に立ったか（自由記述）

５ 「学生対応」について今現在、あるいは過去にお困りのことについて（自由記述）
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現在の業務では、学生と直接面談することはないと思われるが、もし学生と話をするこ

とになれば、2-1-2「学生を必要以上に緊張させないために」や2-1-3「限られた時間で質

の高い面談を行うために」の内容が役に立ちそうだと思う。

対応を必要とする学生が多くなっているので、今回の How toは大変参考になりました。

ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

学生への対応で留意すべきことが具体的になりました。

日常業務（窓口対応）の際の参考になりました。受講して良かったです。今日学んだこ

とを今後の業務に生かしていきたいです。ありがとうございました。

発達障がいのある学生への対応など、面談にあたってのデリケートな面の注意点がよく

わかりました。

まず面談を始めるにあたって、服装、態度など基本的なことがわかりました。面談シー

トも使いやすそうです。

事例が具体的でとてもわかりやすく、明日からでも使えるテクニックでした。学部のア

ドバイザーの先生方に聞いていただきたかったです。もったいないなと思いました。

学生を緊張させないための表情や雰囲気は、これまで意識していなかった。話そうとし

ない学生への対応など。

身近な例が多く、大変参考になりました。

沈黙に寄り添うこと。自己決定してもらうこと。「枠」の大事さ。

対応マニュアルや面談シート、e-ポートフォリオが作られつつあること。

成績不振、欠席の多い学生との面談で GPA で学習予測できるということを知り、今後

利用していきたい。「トラブル回避」のお話で、学生対応の仕方が具体的で、良かった。

導入。心構えとしては全般的に。

資料で KULASメッセージの転送について設定説明がありましたが、学籍番号を使った

メールアドレスを転送する説明も添えて頂ければ、卒論指導などの際に助かります。

たいへん参考になりました。多くの先生に聞いていただけると良いですね。

UDトーク、知らなかったので、教えていただいてありがとうございました。

ビデオに撮って moodle上の FDにし学内に公開してもよかったかなと思います。内容

や時間的にちょうどいいので、ぜひ次のときはビデオを撮ってほしいです。本日お話し

くださった３人の先生方、ありがとうございました。大変よい勉強をさせていただきま

した。（大切な部分もエッセンスとして上手に伝えられていました）



2.8 「学生主体」の授業デザインワークショップの開催

（１）趣 旨

教員の「何を教えたか」ではなく、学生たちが「何を学んだか」に注目した能動的な学習（ア

クティブ・ラーニング）を授業に導入するための基本的な知識と技法について学ぶ。これまで

の講義法ではなく、生徒・学生参加型の主体的な授業であるアクティブ・ラーニングをどのよ

うに授業内で仕掛けて、生徒・学生の主体的な学びをデザインするかについて、実際に自ら参

加し体験しながら学ぶことで、アクティブ・ラーニング技法の共有を図るとともに理解を深め

る。併せて、グループディスカッションやアクティビティの進め方について、ファシリテーショ

ンの視点から理解を深めていく。

（２）日 時

平成29年３月９日（木）10時00分〜17時30分

（３）場 所

高知大学朝倉キャンパス

教育学部附属教育実践総合センタースキル実習室

（４）主催・後援

主 催：高知大学大学教育再生加速プログラム事業実施本部

後 援：高知県教育委員会

（５）講 師

中村 文子 氏（ダイナミック・ヒューマン・キャピタル株式会社）

（６）対 象

１）高知大学教職員

２）高知県内の高等学校教員（５名程度）

３）他大学・短期大学・高等専門学校の教職員（５名程度）

（７）目 標

１）学修効果が高まる学習方法の理論を理解する。

２）効果的なオープニングとクロージング方法の実践案を見出す。

３）生徒・学生の効果的なグループディスカッションの進め方とアクティビティの進め方を

学び、授業の中で用いるファシリテーション力を身に付ける。

（８）研修形態

１）体験型研修。複数のセッションに分かれて、ミニ講義とグループ作業を繰り返す。

２）異なる専門分野の教員が、対等な立場で意見交換をすることで、学修効果を高める。

３）グループ学習形式により、学生参加型授業を体験する。
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（９）参加者

21名（内訳：本学教員９名、他大学６名、高等学校６名）

（10）内 容

ワークショップ全体を通して「学生主体」の手法を体験的に学ぶ機会が提供された。取り上

げられた代表的な項目は以下のとおりである。

・学びの COREを形成する手法

・場づくり・学習環境づくりのための要素

・「学生主体」の学びをつくりだす授業デザインのための二つの主要概念

・記憶に定着させるための七つの方法

・リビジットとエナジャイザーのルール

・教員主導で参加者主体のインストラクション

・バラエティ豊かな授業にする方法

・グループアクティビティの進め方
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2.9 卒業生調査の実施

（１）目 的

卒業生から、高知大学の教育活動と学生支援に関わる率直な意見や感想を聞き、それらを参

考にして高知大学の教育をより良いものへと改善する。

（２）調査の送付数と回収率

調査は平成28年12月から平成29年１月にかけて実施した。平成27年度卒業生の自宅へ郵送に

より配付し、回収した。回答数、回収率は下表のとおりである。回答数は210、回収率は19.6％

である。

１）高知大学が目標に掲げる「総合的教養教育」により身に付いた能力

高知大学が目標に掲げる「総合的教養教育」により身に付いた能力について「身に付いた

+どちらかというと身に付いた」と回答した結果を下図に示す。最も高率を示しているのは

「大学で専攻した専門分野に関する知識や能力」（80.9％）であり、次いで「ものごとを筋道

立てて考え、論理的に思考し解決する力」（73.4％）、「複数の他者と力を合わせてものごとを

進めていく協働実践力」（72.3％）である。反対に、「英語等の語学に関する知識」（29.8％）、

「人類の文化・社会・自然に関する基礎的知識」（42.6％）は身に付いていると回答した率は

低い。
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上記で「身に付いた＋どちらかというと身に付いた」と回答した①〜⑫の能力が主にどの

ような場で身に付いたかについて、回答数の集計結果を下図に示す。

上記①〜⑫の能力のうち、卒業後の経験に照らし合わせて、重要だと考えるもの上位３つ

について回答したものの集計数を下図に示す。「⑧相手の意思をくみ取るように聴き、意図

を伝えるように話すコミュニケーション能力」を選択した回答が最も多かった。

32

（P61〜70に全アンケート結果を掲載）



2.10 卒業生インタビュー調査（高知大学×ベネッセ共同研究）

本学及びベネッセ教育総合研究所は、共同研究として「社会からの評価」を起点とした教育

成果の検証を行うため、卒業生及び卒業生の就職先へのインタビュー調査を実施することとし、

計画案を策定した。

（１）調査の目的

AP事業の目的である「地域活性化の中核的拠点」として、地域の課題解決に資する人材育成

ができているかを検証し、改善につなげていくために実施するものとし、『①卒業生はどのよう

に社会で働いているか ②社会での働きに大学の教育はどれくらい貢献できているか』等を調

査することにより、社会で活躍するために、大学教育は何を改善・強化すればよいのかを明ら

かにする。

（２）インタビュー調査の概要

社会が大学に求める育成すべき能力の優先順位と到達水準を把握するため、卒業生の就職先

の上司等に対し、卒業生の現状や大学に求めるもの等についてインタビューを実施するととも

に、卒業生に対し、大学で学んだことが現在の自身にどのように生かされているか等について

インタビューを実施する。

１）事前アンケート（平成29年８月上旬〜中旬予定）

卒業生、就職先それぞれにアンケート用紙を送付

２）インタビュー（平成29年９月上旬予定）

◆就職先の上司等（30分〜１時間）

［インタビュー項目］

・卒業生の現在の職務について

・卒業生の大学時代の活動と現在の仕事の関係性について

・一般的に社会で求められる人材像について

・企業の立場から大学に求めること

◆卒業生（30分〜１時間）

［インタビュー項目］

・大学・進路を選択した動機について

・現在の仕事について

・大学時代の活動と現在の仕事の関係性について

・大学の改善点について

（キックオフシンポジウム「高知大学×ベネッセ共同研究報告(P117〜121)」参照）
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2.11 e-ポートフォリオの拡充

（１）システム導入の趣旨

学生にとってわかりやすく学修成果を可視化するため、教務情報システムと学修ポートフォ

リオ（構築済）の再構築及び拡充を行う。成績分布表示システムのデザインの検討と表示方法

の確認、電子シラバスへの入力項目の確認、多面的評価に伴う学修成果の可視化に向けて成績

サマリーのデザインと表示方法の確認、卒業時のディプロマ・サプリメントの書式や項目、デ

ザインの調整確認を行う。

なお、平成29年度初頭からの全学稼働を目指し、本年度については、仕様の策定及び全学共

通部分のシステム開発を行った。

（２）システム概要

（３）主な機能

【学生】

・成績、成績分布の確認

・学修目標の設定及び振り返りの入力・確認

・履修科目における授業情報等の確認

・外部客観テスト、準正課活動、学生生活記録等の入力・確認 など

【教員】

・アドバイジー(指導学生)の成績状況及び準正課等に関する情報の確認

・アドバイジー(指導学生)への面談記録の入力・確認

・担当授業科目に関する情報の確認 など
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（４）画面サンプル
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2.12 AP事業ホームページの開設

AP事業の取組について、学内外に広く紹介するためのホームページを開設した。

ホームページには、事業概要をはじめ、各種イベント案内や実施報告を掲載しているほか、

AP事業シンポジウム等の申込みを行える機能を設けた。

https://fdas.kochi-u.ac.jp/kuap/
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2.13 キックオフシンポジウムの開催

（１）目 的

全国の大学・短期大学等へ普及させるための

活動の一環として、「質保証の基盤構築に向け

た『地域協働による教育』の多面的評価指標の

実践的検証」をテーマとしたシンポジウムを開

催し、本年度の事業を通して得た学修成果を公

表し、外部からの評価を受ける。

学外だけではなく学内の教職員も対象に実施

し、質保証について理解を深めることも併せて

目的とする。

（２）日 時

平成29年３月３日（金）13：30〜16：45

（３）場 所

ちより街テラス３階 ちよテラホール

（高知県高知市知寄町２丁目１-37）

（４）内 容

基調講演Ⅰ

「大学教育再生加速プログラム（AP）について」

文部科学省 河本 達毅 氏

（高等教育局大学振興課 大学改革推進室改革支援第二係長）

基調講演Ⅱ

「質保証と IRについて〜茨城大学のAP事業の取組みを通して〜」

茨城大学 嶌田 敏行 氏

（全学教育機構総合教育企画部門 准教授）

高知大学のAP取組報告

高知大学 藤田 尚文

（理事（教育・附属学校園担当））

ベネッセ共同研究報告

ベネッセ教育総合研究所 岡田 佐織 氏

（高等教育研究室 研究員）

パネルディスカッション

モデレーター：

高知大学 塩崎 俊彦

（大学教育創造センター副センター長）
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パネリスト：

文部科学省 河本 達毅 氏

茨城大学 嶌田 敏行 氏

ベネッセ教育総合研究所 岡田 佐織 氏

読売新聞東京本社 松本 美奈 氏

（教育ネットワーク事務局 専門委員）

高知県教育委員会事務局 藤中 雄輔 氏（教育次長）

高知大学 藤田 尚文

（５）参加者 102名（講師５名、学外者15名、高知大学教員39名、高知大学職員43名）

（６）参加者アンケート結果

１）回答者職種

参加者102名の内、70名からアンケートの回答があり、その職種は下表のとおりである。

２）シンポジウム全体の感想

① シンポジウム全体の感想では、とても参考になったと回答したのが35％、参考になっ

たと回答したのが62％であり、97％が肯定的な回答であった。

② 自由記述
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③ 高知大学のAP事業の取組について

40

シンポジウムの様子

高知大学長 脇口 宏

文部科学省 河本 達毅氏 茨城大学 嶌田 敏行氏 ベネッセ教育総合研究所 岡田 佐織氏

司会 高知大学 小島 郷子

読売新聞東京本社 松本 美奈氏 高知県教育委員会事務局

藤中 雄輔氏

高知大学 藤田 尚文

（P71〜75に全アンケート結果を掲載）



2.14 アクティブ・ラーニングを行うことができる教室の整備

共通教育棟210番教室をアクティブ・ラーニングに活用できるように改修した結果、88人まで

のアクティブ・ラーニング型授業が実施可能となり、可動机や、５面のホワイトボード兼スク

リーンが設置されたことで、グループに分かれての授業やプレゼンテーション等に利用できる

ようになった。また、平成29年度から、多面的評価指標開発研究会（高等学校や地域・企業と

協働し、本学学生に対する多面的評価指標を開発するための研究会）による授業参観や、高等

学校教員を対象とした高大接続の視点による大学の公開授業及び授業協議会を、本教室で実施

することが可能となった。

41

210番教室（改修前）



2.15 外部評価委員会

（１）目 的

高等教育に関わる有識者と高知県内の企業、高知県教育委員会、高等学校教員等から構成さ

れるメンバーによって、外部評価委員会を立ち上げ、本事業の実施状況や成果に関する客観的・

総体的かつ継続的な評価を受けられる体制を構築することにより、堅実なＰＤＣＡサイクルに

基づいた本事業の推進を行っていく。特に「高大接続改革推進事業」という位置づけと、テー

マⅤ「卒業時における質保証の取組の強化」の特性から、高等教育に関わる学識経験者と地域

の高等学校における教育を担う高知県教育委員会と高等学校関係者、そして高知県内の企業関

係者に外部評価委員をお願いする。委員からの忌憚のない意見を取り入れることにより、「卒

業時における質保証の取組の強化」をより良いものにしていき、本事業の加速を図っていく。

（２）日 時 平成29年３月28日（火）13時30分〜16時30分

（３）会 場 高知大学朝倉キャンパス 総合研究棟会議室３

（４）外部評価委員
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氏 名 所 属 等 備 考

谷 富貴
高知県立高知西高等学校

副校長
１号委員 高等学校関係者

中野 守康
兼松エンジニアリング株式会

社 管理部門 執行役員
２号委員 企業等関係者

小澤 望 平成６年度卒業生（人文学部） ３号委員 本学を卒業した者

中井 俊樹
愛媛大学教育・学生支援機構

教育企画室 教授
５号委員

実施本部長が指名する高等教

育の有識者

藤中 雄輔
高知県教育委員会事務局

教育次長
５号委員

実施本部長が指名する高等教

育の有識者



（５）タイムスケジュール

（６）平成28年度事業についての評価

１）評価項目別の評価結果

委員会終了後に提出いただいた評価委員５人の各評価項目別の評価結果は以下のとおり

である。各項目ともほとんどがＡ（十分適切といえる）又はＢ（おおむね適切といえる）

評価となっており、取組に対して肯定的な評価であるといえる。

【外部評価の視点】

次の各項目について、平成28年度事業報告をもとに、６段階で評価を行う。

Ａ：十分適切といえる

Ｂ：おおむね適切といえる

Ｃ：どちらともいえない

Ｄ：あまり適切といえない

Ｅ：まったく適切といえない

（Ｎ：判定できない）
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時刻 審議内容等 備考

13:30〜13:35 開会のあいさつ AP事業実施本部長

13:35〜13:40 委員長選任 委員の互選により選出

13:40〜13:50
委員、AP 事業実施本部

代表者自己紹介

外部評価委員、AP 事業実施本部長、副本部

長、その他委員会参加教員

13:50〜15:20 報告事項説明・質疑応答
報告書の記載内容に基づいて説明を行う。そ

の後、外部評価委員より質疑・意見を受ける。

15:20〜15:30 休憩

15:30〜16:00
本年度の成果と課題に関

わる協議
本事業の成果と課題について協議を行う。

16:00〜16:05 閉会あいさつ 大学教育創造センター長

16:05〜16:10 事務連絡

16:10〜16:30 教室見学
本事業で整備を行ったアクティブ・ラーニン

グ教室を見学する。

16:30 終了



【評価項目別の評価結果】 単位：人

２）委員からの次年度への提言・意見

44

様々な有意義な催しが年度末に集中しているため、参加しづらい点があるのではない

かと思われる。開催時期の変更を検討していただいた方がいいのではないか。

また、特に文系の学生は学んだ専門分野とは直接関わりのない職業に就くことが多い

ので、多面的評価指標により、自分が身につけた能力を客観的に把握することができれ

ば、自信と自己肯定感につながると思われる。その点からも、このAP事業は非常に意

義のあるものだと言えるのではないか。

大変競争率の高い文部科学省指定事業大学に認定され、研究と両立するのは大変なこ

とだと思います。最初は全学にAPの意義や取組を浸透させるだけで大変だと思います

が、徐々にAPが当然のものとして受け入れられるのではないかと思います。ぜひ上の

取組を続けていただいて、公開授業や研究会のメンバーにバラエティーが出てくれば素

晴らしいと思います。特にFD・SDウィークのような一回きりでない取組を続けていた

だきたいと思います。

欲を言えば、一つ一つの取組が学生のどのような資質を育成することにつながるのか

を明確に示していただけると、その意義がより分かりやすいと思いました。おそらく計

画書には明記されていると思いますので、外部評価資料にも転記されていると、目的が

はっきりすると感じました。

全体として、大学の取組や変化が分かって大変参考になりました。

高い競争率の中で選ばれた事業であり、事業全体の設計と組織体制が充実している。

今後の課題をあえて挙げるなら、①この事業がうまく進んでいるのかが把握できる指標

などの明確化、②教職員および学生への教育方針や事業内容の周知、③手段として位置

づけられたアクティブ・ラーニング導入の目的の明確化、④各種ルーブリックやディプ

ロマサプリメントなどの明確化と学内共有、⑤各種調査の結果を教育改善につなげる工

夫、⑥教育改革に向けた教職員の行動変容につながる意識改革などがあろう。

素晴らしい取り組みと思います。積極的に参加させて頂きますので、宜しくお願い致

します。

事業の中心の１つである「多面的評価指標の開発」に大いに期待している。

評価項目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｎ

1．事業実施体制の構築（組織関連） 5 0 0 0 0 0

2．アクティブ・ラーニングに関わる実態調査 1 4 0 0 0 0

3．先進モデル校の視察 2 1 0 0 0 2

4．多面的評価指標の開発 4 0 0 0 0 1

5．FD・SDウィーク（授業公開週間）の設定 4 1 0 0 0 0

6．高等学校教員を対象にした公開授業と授業協議会 1 4 0 0 0 0

7．学生面談に関わるFDの開催 2 2 1 0 0 0

8．卒業生調査の実施 1 4 0 0 0 0

9．ＡＰホームページの設置 4 1 0 0 0 0

10．キックオフシンポジウムの開催 4 0 0 0 0 1

11．アクティブ・ラーニングを行うことができる教室の整備 4 0 1 0 0 0

12．その他 2 1 0 0 0 2

計 34 18 2 0 0 6



┃第３章 資料集

3.1 本報告書で使用する用語・略語

ディプロマ・ポリシー … 「卒業認定・学位授与の方針」（文部科学省、2016）

「学位授与に関する基本的な考え方について、各大学等が、その独自性並びに特色を踏まえ、

まとめたもの。この方針において、卒業（修了）生に身に付けさせるべき能力に関する大学の

考えを示すことにより、受験者が大学を選択する際や、企業等が卒業（修了）生を採用する際

の参考となる。機構の認証評価では、同方針について明確に定めそれに照らして、成績評価や

単位認定、卒業認定が適切に実施され有効なものとなっているかを評価する（大学評価・学位

授与機構，2016）」

ルーブリック評価 … 「評価水準を示す「尺度」と、各段階の尺度を満たした場合の「特徴の

記述」で構成される。学習を評価する際の規準の様式。どのような内容が習得されていればそ

の尺度に達しているかの判断ができるよう、各尺度の説明は記述形式で表される。そのため、

定量的に表しにくい、パフォーマンスの評価等、定性的なものの評価の際に活用される（大学

評価・学位授与機構，2016）」

パフォーマンス評価 … 「ある特定の文脈のもとで、様々な知識や技能などを用いて行われる

人のふるまいや作品を、直接的に評価する方法（松下，2007）」

FD（ファカルティ・デベロップメント） … 「教員が授業内容方法を改善し、教育力を向上さ

せるための組織的な取組の総称。その意味するところは広範にわたるが、具体的な例としては、

教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催、新任教員のための研修会の開

催などを挙げることができる。大学設置基準により、FD活動の実施が義務化されている（大

学評価・学位授与機構，2016）」

SD（スタッフ・デベロップメント） … 「大学等の管理運営組織が、目的・目標の達成に向け

て十分機能するよう、管理運営や教育・研究支援に関わる事務職員・技術職員又はその支援組

織の資質向上のために実施される研修などの取組の総称（大学評価・学位授与機構，2016）」

IR（インスティテューショナル・リサーチ） … 「（大学）機関の計画立案、政策形成、意志決

定を支援するための情報を提供する目的で、高等教育機関の内部で行われる調査研究

（Saupe,1990）」

「高等教育機関において、機関に関する情報の調査及び分析を実施する機能又は部門。機関情

報を一元的に収集、分析する事で、機関が計画立案、政策形成、意思決定を円滑に行うことを

可能とさせる。また、必要に応じて内外に対し機関情報の提供を行う（大学評価・学位授与機

構，2016）」
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アクティブ・ラーニング（能動的学修）… 「一方向性による知識伝達型の学修方法ではなく、

学修者が能動的に学修する方法やそのプロセス。問題解決能力、批判的思考力、コミュニケー

ション能力といった汎用的能力の育成を図ることが期待される（大学評価・学位授与機構，

2016）」

アドバイザー教員 … 高知大学では、学生が大学生活を円滑に進められるように、アドバイザー

教員制度を設けている。アドバイザー教員は、本学の専任教員が担当し、履修計画及び進学・

就職・健康や心配事等日常的な結びつきを重視し、学生生活全般に係る問題について助言指導

するもの。

引用文献

高等教育に関する質保証関係用語集（大学評価・学位授与機構，2016）
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3.2 AP事業関係規則

・ 高知大学大学教育再生加速プログラム事業実施本部要項
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・ 高知大学大学教育再生加速プログラム外部評価委員会要項
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・ 高知大学大学教育再生加速プログラム事業推進委員会要項
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3.3 APの取組内容とスケジュール

【平成28年度】

１）「大学教育再生加速プログラム事業実施本部」を設置し、理事（教育・附属学校園担当）

兼副学長を本部長とする。

２）質保証に関わるコーディネーター（教務補佐員）１名の雇用

３）教育改革に向けた意識改革に関わる計画

① アクティブ・ラーニングを行うことができる教室を整備（１教室用什器を計上）

② アクティブ・ラーニングに関わる方法の実態調査を行うとともに、グッドプラクティ

ス集の作成

③ 先進モデル校の視察（各学部選出のFDerである教育ファシリテーターを含む）

④ 各学部に、教育ファシリテーション委員会を設置

⑤ 大学教育創造センター内に本事業に関わるワーキングチームを編成

⑥ FD・SDウィークの設定…授業公開週間（平成28年11月14日〜平成29年１月20日）

アクティブ・ラーニング技法の共有と質保証に関わる知識獲得を図るための全学的な

FD（公開授業及び授業協議会）の開催。高大接続の視点から、高知県内の高校教員に

呼びかけて、公開授業と授業協議会を行う。また、併せて外部講師によるワークショッ

プを開催する。

⑦ 学生面談に関わるFDの開催（平成29年１月25日）

⑧ ３年次のリフレクション・セメスターの設置に向けた準備

（大学教育創造センターと学生総合支援センターが共同で行う）

４）多面的評価指標の開発に係る計画

① 教務情報システムと学修ポートフォリオ（構築済）の再構築及び拡充として、①成績

分布表示システムのデザイン等の検討、②電子シラバスへの入力項目の確認、③多面

的評価に伴う学修成果可視化に向けて成績サマリーのデザインと表示方法の確認、④

卒業時のディプロマ・サプリメントの書式や項目、デザインの調整確認を行う。

② 多面的評価指標の開発準備

本事業に関わる評価を協働作成する企業や学校等へ依頼し、研究会設置のための下準

備を行う。

③ 多面的評価指標作成に向けて、企業等の外部評価作成者が授業見学等を行い、評価作

成ワークショップを開催し、試行的モデルの開発を外部コーディネーターとともに行

う。（平成28年12月16日、平成29年３月16日）

④ 多面的評価指標を導入し評価する授業科目の選定と、その説明会の実施（本学の教職

員を対象）

⑤ リテラシーとコンピテンシーを測定する外部の客観テストの準備

⑥ 学修行動調査の実施準備…お茶の水女子大学の半田智久教授が開発した教学比較 IR

コンソーシアムズに参加する。そのための下準備を行う。

５）学外の多様な人材との協働による助言・評価の仕組みの構築

① 卒業生とその就職先への調査項目の検討と調査用紙印刷、発送、返送後に入力

② 地域に就職した卒業生とその就職先企業へのインタビュー調査や質問紙調査の項目検

討（外部研究機関との共同研究）

③ 首都圏等へ就職した卒業生とその就職先へのインタビュー調査の項目検討（外部研究
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機関との共同研究）

６）IRを用いた PDCAサイクルの構築

① 学内にある学生の学修成果に関わるデータと学生生活に関わるデータの一元管理化の

構築

② GPAの適正運用に向けた、過去の GPAの検証

③ 学生の大学生活等の満足度に関わる調査項目の検討

④ 全学統一の授業評価アンケートの実施に向けて、これまでのアンケート調査の分析と

項目選定

７）本事業に関する進捗状況と情報発信のための独自のホームページを作成

８）本事業に対する自己点検を行うとともに、外部評価委員会を設置し、進めていく。

① 自己点検を強化するために、大学教育創造センター専任教員１名が教学 IR を担当す

る。

② 平成28年度外部評価委員会の開催（平成29年３月28日）

９）全国の大学・短期大学へ普及させるための活動の一環として、質保証に関わるAPキッ

クオフシンポジウムを開催（平成29年３月３日）
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3.4 多面的評価指標開発研究会実施要項
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3.5 FD・SDウィーク公開授業一覧
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3.6 高大接続の視点による大学の公開授業と授業協議会の開催案内及び実施要項

＜開催案内＞
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＜実施要項＞
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3.7 学生面談に関わる FDの開催案内
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3.8 卒業生調査結果
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3.9 キックオフシンポジウム

＜シンポジウムのアンケート結果報告＞
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＜基調講演Ⅰ「大学教育再生加速プログラム（AP）について」＞
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＜基調講演Ⅱ「質保証と IRについて〜茨城大学のAP事業の取組みを通して〜」＞
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＜高知大学のAP取組報告＞
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＜高知大学×ベネッセ 共同研究報告＞
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3.10 AP事業パンフレット
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